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１ 地方公会計の整備について

地方公共団体の会計は、国の会計と同じく、住民から徴収された対価性のない税財源の配

分を、議会における議決を経た予算を通じて事前統制の下で行うという点で、営利を目的と

する企業会計とは根本的に異なっています。すなわち、税金を活動資源とする国・地方公共

団体の活動は、国民・住民福祉の増進等を目的としており、予算の議会での議決を通して、

議会による統制の下に置かれているため（財政民主主義）、国・地方公共団体の会計では、

予算の適正・確実な執行に資する観点から、現金の授受の事実を重視する現金主義が採用さ

れているところです。

一方で、国・地方を通じた厳しい財政状況の中で、財政の透明性を高め、国民・住民に対

する説明責任をより適切に果たし、財政の効率化・適正化を図るため、地方公会計は、発生

主義により、ストック情報やフロー情報を総体的・一覧的に把握することにより、現金主義

会計による予算・決算制度を補完するものとして整備が進められてきました。

特に、平成 18年度には、総務省に「新地方公会計制度研究会」が設置され、当該研究会

における検討を踏まえ、地方公共団体に対し、新地方公会計モデル（基準モデル及び総務省

方式改訂モデル）を示してその整備が要請されていました。

このような状況の下で、長久手市においては、平成 20年度より総務省方式改訂モデルに

よる財務書類の作成を行っておりました。

地方公会計においては、現金主義会計では見えにくいコストやストックを把握すること

で、中長期的な財政運営への活用の充実が期待できることや、そのような発生主義に基づく

財務書類を、現行の現金主義会計による決算情報等と対比させて見ることにより、財務情報

の内容理解が深まるものと考えられます。

また、個々の地方公共団体における地方公会計整備の意義としては、住民や議会等に対し、

財務情報をわかりやすく開示することによる説明責任の履行と、資産・債務管理や予算編成、

行政評価等に有効に活用することで、マネジメントを強化し、財政の効率化・適正化を図る

ことが挙げられます。さらに、地方公会計の整備は、個々の地方公共団体だけでなく、地方

公共団体全体としての財務情報のわかりやすい開示という観点からも必要があるものです。

今後、更なる地方公会計の整備促進を図るためには、すべての地方公共団体において適用

できる標準的な基準を示すことが必要であるとして、総務省に設置された「今後の新地方公

会計の推進に関する研究会」において議論が進められてきましたが、平成 26年 4月 30日

に取りまとめられた報告書において、財務書類の作成に関する統一的な基準が示されまし

た。その後、平成 27年 1月 23日総務大臣通知において、全ての地方公共団体において、

統一的な基準による財務書類等を原則として平成 27年度から平成 29年度までの３年間で

作成するように要請されました。

したがって、長久手市では平成 28年度より、統一的な基準による財務書類を作成してい

ます。
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２ 財務書類の作成について

２．１ 財務書類の体系

財務書類の体系は、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書

及びこれらの財務書類に関連する事項についての附属明細書とします。

財務書類４表の相互関係は下図のとおりです。

①貸借対照表の「現金預金」の金額は、資金収支計算書の本年度末残高に本年度末歳計外現

金残高を加えたものと対応します。

②貸借対照表の「純資産」の金額は、純資産変動計算書の本年度末残高と対応します。

③純資産変動計算書の「純行政コスト」の金額は、行政コスト計算書の「純行政コスト」と

対応します。

２．２ 作成単位

作成単位は、一般会計等を基礎とし、さらに一般会計等に地方公営事業会計を加えた全体

財務書類、全体財務書類に地方公共団体の関連団体を加えた連結財務書類とします。

一般会計等、全体及び連結財務書類の対象となる会計（団体）は、次のとおりです。

貸借対照表 行政コスト計算書 純資産変動計算書 資金収支計算書

資産 負債 経常費用 前年度末残高 業務活動収支

臨時損失 財源 財務活動収支

うち
現金預金

臨時利益 固定資産の変動 前年度末残高

②
①

+ 本年度末 歳計外現金残高

本年度末残高

経常収益 純行政コスト

純資産 純行政コスト 本年度末残高

投資活動収支

③
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２．３ 会計処理

公会計に固有の会計処理も含め、総勘定元帳等の会計帳簿から誘導的に作成します。

２．４ 作成基準日

財務書類の作成基準日は、会計年度末（３月３１日）とします。ただし、出納整理期間中

の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数とします。

一般会計 一
般
会
計
等

財
務
書
類

全
体
財
務
書
類 連

結
財
務
書
類

土地取得特別会計

卯塚墓園事業特別会計

国民健康保険特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
下水道事業会計
愛知中部水道企業団
尾張東部衛生組合
公立陶生病院組合
愛知県市町村職員退職手当組合
愛知県後期高齢者医療広域連合
尾張土地開発公社
株式会社長久手温泉
尾三消防組合
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３ 財務４表分析

３．１ 貸借対照表（BS）
令和６年度末における、長久手市の貸借対照表はつぎのとおりです。

科目
[一]一般会計等 [全]全体会計 [連]連結会計
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

【資産の部】
固定資産 120,260 97.7% 144,828 97.6% 161,963 96.8%
有形固定資産 114,377 92.9% 138,308 93.2% 152,090 90.9%
事業用資産 46,483 37.8% 46,483 31.3% 48,610 29.1%
土地 26,245 21.3% 26,245 17.7% 26,760 16.0%
建物 18,638 15.1% 18,638 12.6% 19,997 12.0%
工作物 836 0.7% 836 0.6% 1,089 0.7%
その他 - - - - - -
建設仮勘定 764 0.6% 764 0.5% 765 0.5%

インフラ資産 67,125 54.5% 89,211 60.1% 99,265 59.3%
土地 45,631 37.1% 50,979 34.4% 51,327 30.7%
建物 30 0.0% 1,040 0.7% 1,138 0.7%
工作物 21,016 17.1% 36,671 24.7% 46,190 27.6%
その他 - - - - - -
建設仮勘定 447 0.4% 522 0.4% 610 0.4%

物品 769 0.6% 2,614 1.8% 4,215 2.5%
無形固定資産 125 0.1% 158 0.1% 166 0.1%
投資その他の資産 5,759 4.7% 6,362 4.3% 9,708 5.8%
投資及び出資金 798 0.6% 549 0.4% 592 0.4%
投資損失引当金 - - - - - -
長期延滞債権 18 0.0% 39 0.0% 39 0.0%
長期貸付金 - - - - 1 0.0%
基金 4,944 4.0% 5,778 3.9% 9,015 5.4%
その他 - - - - 64 0.0%
徴収不能引当金 -2 0.0% -4 0.0% -4 0.0%

流動資産 2,826 2.3% 3,560 2.4% 5,369 3.2%
現金預金 1,491 1.2% 2,106 1.4% 3,445 2.1%
未収金 37 0.0% 161 0.1% 514 0.3%
短期貸付金 - - - - - -
基金 1,302 1.1% 1,302 0.9% 1,325 0.8%
棚卸資産 - - - - 88 0.1%
その他 - - - - 10 0.0%
徴収不能引当金 -3 0.0% -9 0.0% -13 0.0%

資産合計 123,087 100.0% 148,389 100.0% 167,332 100.0%
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※記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計と一致しない場合があります。
※科目の内訳を一部省略して表示しています。

（単位：百万円）

科目
[一]一般会計等 [全]全体会計 [連]連結会計
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

【負債の部】
固定負債 8,661 7.0% 19,471 13.1% 28,357 16.9%
地方債等 8,078 6.6% 11,244 7.6% 13,248 7.9%
長期未払金 - - - - - -
退職手当引当金 536 0.4% 536 0.4% 3,503 2.1%
損失補償等引当金 - - - - - -
その他 46 0.0% 7,690 5.2% 11,605 6.9%

流動負債 1,672 1.4% 2,205 1.5% 3,097 1.9%
１年内償還予定地方債等 879 0.7% 1,175 0.8% 1,401 0.8%
未払金 0 0.0% 226 0.2% 655 0.4%
未払費用 - - - - 14 0.0%
前受金 11 0.0% 11 0.0% 16 0.0%
前受収益 - - - - - -
賞与等引当金 395 0.3% 406 0.3% 515 0.3%
預り金 378 0.3% 378 0.3% 479 0.3%
その他 8 0.0% 8 0.0% 16 0.0%

負債合計 10,333 8.4% 21,676 14.6% 31,453 18.8%
【純資産の部】
固定資産等形成分 121,562 - 146,130 - 163,288 -
余剰分（不足分） -8,809 - -19,418 - -27,410 -
他団体出資等分 - - - - - -

純資産合計 112,753 91.6% 126,712 85.4% 135,879 81.2%
負債及び純資産合計 123,087 100.0% 148,389 100.0% 167,332 100.0%
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３．２ 行政コスト計算書（PL）
令和６年度における、長久手市の行政コスト計算書はつぎのとおりです。

※記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計と一致しない場合があります。
※科目の内訳を一部省略して表示しています。

（単位：百万円）

科目
[一]一般会計等 [全]全体会計 [連]連結会計
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

経常費用 23,337 103.8% 31,332 105.3% 39,328 113.7%
業務費用 13,974 62.1% 15,668 52.6% 20,080 58.0%
人件費 5,056 22.5% 5,163 17.3% 6,821 19.7%
職員給与費 2,975 13.2% 3,015 10.1% 4,467 12.9%
賞与等引当金繰入額 395 1.8% 403 1.4% 505 1.5%
退職手当引当金繰入額 242 1.1% 247 0.8% 278 0.8%
その他 1,443 6.4% 1,498 5.0% 1,571 4.5%

物件費等 8,749 38.9% 10,243 34.4% 12,840 37.1%
物件費 6,035 26.8% 6,690 22.5% 8,434 24.4%
維持補修費 326 1.4% 390 1.3% 574 1.7%
減価償却費 2,387 10.6% 3,163 10.6% 3,806 11.0%
その他 - - - - 26 0.1%

その他の業務費用 169 0.8% 262 0.9% 419 1.2%
支払利息 52 0.2% 107 0.4% 123 0.4%
徴収不能引当金繰入額 4 0.0% 8 0.0% 9 0.0%
その他 114 0.5% 147 0.5% 286 0.8%

移転費用 9,362 41.6% 15,664 52.6% 19,249 55.6%
補助金等 3,693 16.4% 6,027 20.2% 3,619 10.5%
社会保障給付 4,391 19.5% 9,634 32.4% 15,574 45.0%
他会計への繰出金 1,276 5.7% - - - -
その他 3 0.0% 4 0.0% 56 0.2%

経常収益 1,165 -5.2% 1,880 -6.3% 5,118 -14.8%
使用料及び手数料 236 -1.0% 940 -3.2% 3,417 -9.9%
その他 930 -4.1% 940 -3.2% 1,701 -4.9%

純経常行政コスト 22,171 98.6% 29,451 98.9% 34,211 98.9%
臨時損失 320 1.4% 320 1.1% 396 1.1%
臨時利益 6 0.0% 6 0.0% 14 0.0%

純行政コスト 22,485 100.0% 29,765 100.0% 34,593 100.0%
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３．３ 純資産変動計算書（NW）

令和６年度における、長久手市の純資産変動計算書はつぎのとおりです。

（単位：百万円）

[

一]

一
般
会
計
等

科目 合計
固定資産等 余剰分
形成分 (不足分)

前年度末純資産残高 113,383 122,801 -9,418
純行政コスト（△） -22,485 -22,485
財源 21,547 21,547
税収等 15,834 15,834
国県等補助金 5,713 5,713

本年度差額 -938 -938
固定資産等の変動（内部変動） -1,548 1,548
有形固定資産等の増加 1,772 -1,772
有形固定資産等の減少 -2,392 2,392
貸付金・基金等の増加 659 -659
貸付金・基金等の減少 -1,587 1,587

資産評価差額 - -
無償所管換等 308 308
その他 - - -
本年度純資産変動額 -630 -1,239 609

本年度末純資産残高 112,753 121,562 -8,809

[

全]

全
体
会
計

科目 合計
固定資産等 余剰分
形成分 (不足分)

前年度末純資産残高 127,430 148,157 -20,728
純行政コスト（△） -29,765 -29,765
財源 28,715 28,715
税収等 19,270 19,270
国県等補助金 9,445 9,445

本年度差額 -1,050 -1,050
固定資産等の変動（内部変動） -2,336 2,336
有形固定資産等の増加 1,931 -1,931
有形固定資産等の減少 -3,170 3,170
貸付金・基金等の増加 642 -642
貸付金・基金等の減少 -1,738 1,738

資産評価差額 - -
無償所管換等 308 308
その他 24 - 24
本年度純資産変動額 -717 -2,027 1,310

本年度末純資産残高 126,712 146,130 -19,418
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※記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計と一致しない場合があります。
※科目の内訳を一部省略して表示しています。

[

連]

連
結
会
計

科目 合計
固定資産等 余剰分 他団体
形成分 (不足分) 出資等分

前年度末純資産残高 136,380 164,993 -28,613 -
純行政コスト（△） -34,593 -34,593 -
財源 33,669 33,669 -
税収等 19,424 19,424 -
国県等補助金 14,245 14,245 -

本年度差額 -924 -924 -
固定資産等の変動（内部変動） -2,114 2,114
有形固定資産等の増加 2,691 -2,691
有形固定資産等の減少 -3,835 3,835
貸付金・基金等の増加 866 -866
貸付金・基金等の減少 -1,835 1,835

資産評価差額 - -
無償所管換等 308 308
他団体出資等分の増加 - -
他団体出資等分の減少 - -
比例連結割合変更に伴う差額 56 102 -46 -
その他 59 - 59 -
本年度純資産変動額 -501 -1,704 1,204 -

本年度末純資産残高 135,879 163,288 -27,410 -
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３．４ 資金収支計算書（CF）
令和６年度における、長久手市の全体資金収支計算書はつぎのとおりです。

※記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計と一致しない場合があります。
※科目の内訳を一部省略して表示しています。

（単位：百万円）

科目
[一]一般会計等 [全]全体会計 [連]連結会計

金額 金額 金額
【業務活動収支】
業務支出 20,927 28,193 35,475
業務費用支出 11,305 12,265 15,962
人件費支出 4,778 4,880 6,551
物件費等支出 6,361 7,133 9,029
支払利息支出 52 107 123
その他の支出 114 144 259

移転費用支出 9,623 15,929 19,514
補助金等支出 3,953 6,291 3,883
社会保障給付支出 4,391 9,634 15,574
他会計への繰出支出 1,276 - -
その他の支出 3 4 56

業務収入 22,393 30,026 38,042
税収等収入 15,831 19,242 19,251
国県等補助金収入 5,396 8,902 13,695
使用料及び手数料収入 236 941 3,418
その他の収入 930 941 1,679

臨時支出 315 315 315
臨時収入 - - 0

業務活動収支 1,151 1,518 2,251
【投資活動収支】
投資活動支出 2,340 2,484 3,349
うち公共施設等整備費支出 1,719 1,907 2,660
うち基金積立金支出 526 527 637

投資活動収入 1,885 2,032 2,151
うち国県等補助金収入 317 327 334
うち基金取崩収入 1,500 1,627 1,642

投資活動収支 -456 -452 -1,198
【財務活動収支】
財務活動支出 873 1,298 1,534
うち地方債償還支出 872 1,296 1,531

財務活動収入 373 426 663
うち地方債発行収入 373 426 645

財務活動収支 -500 -872 -871
本年度資金収支額 195 194 182
前年度末資金残高 918 1,534 2,870
比例連結割合変更に伴う差額 - - 9
本年度末資金残高 1,112 1,728 3,061
本年度末歳計外現金残高 378 378 384
本年度末現金預金残高 1,491 2,106 3,445
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４．指標分析（一般会計等）

４．１ 財務書類分析の視点

※住民一人あたりの指標は、令和 7年 4月 1日における住民基本台帳人口（61,381人）を

用いて計算しています。

４．２ 資産形成度

資産形成度は、これまで長久手市が「どのくらい資産を形成してきたか、将来世代に残る

資産はどのくらいあるか」といった住民等の関心に基づく度合いを表します。

Ⅰ 住民一人あたり資産額

資産額を住民基本台帳で除して住民一人あたり資産額を算出することにより、住民等に

とってわかりやすい情報となるとともに、他団体との比較が容易になります。

算定式：資産総額／人口＝200.5万円

Ⅱ 歳入額対資産比率

当該年度の歳入総額に対する資産の比率を算出することにより、これまでに形成された

ストックとしての資産が、歳入の何年分に相当するかを表し、地方公共団体の資産形成の

度合いを測ることが可能となります。

算定式：資産総額／歳入総額＝4.81年

分析の視点 住民等のニーズ 指標

資産形成度 将来世代に残る資産はどのくらい

あるか

➢住民一人あたり資産額

➢歳入額対資産比率

➢有形固定資産減価償却率

世代間公平性 将来世代と現世代との負担の分担

は適切か

➢純資産比率

➢社会資本形成の世代間負担比率

持続可能性

（健全性）

財政に持続可能性があるか

（どのくらい借金があるか）

➢住民一人あたり負債額

➢基礎的財政収支

効率性 行政サービスは効率的に提供され

ているか

➢住民一人あたり行政コスト

自律性 歳入はどのくらい税金でまかなわ

れているか（受益者負担の水準はど

うなっているか）

➢受益者負担比率
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Ⅲ 有形固定資産減価償却率

有形固定資産のうち、償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合を算出する

ことにより、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過しているのかを全体として把

握することが可能となります。

算定式：減価償却累計額／償却資産取得価額＝57.4％
※物品を除く

４．３ 世代間公平性

世代間公平性は、「将来世代と現世代との負担の分担は適切か」といった住民等の関心に

基づくもので、貸借対照表上の資産、負債及び純資産の対比によって明らかにされます。

Ⅰ 純資産比率・社会資本等形成の世代間負担比率

⑴ 純資産比率

資産総額に占める純資産の割合を表したもので、負債を将来世代の負担、純資産を過去か

ら現世代が培ってきた正味の財産として、世代間の負担の配分をみます。数値が大きいほど、

現世代が自らの負担によって将来世代も利用可能な資源を蓄積したことを意味します。

算定式：純資産／資産総額＝91.6％

⑵ 社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率）

社会資本等について将来の償還等が必要な負債による形成割合を算出することにより、

社会資本等形成に係る将来世代の負担の比重を把握することが可能です。

算定式：地方債残高（※）／有形・無形固定資産合計＝7.8％
※地方債残高（附属明細（地方債借入先別））から以下を控除したもの

イ 臨時財政特例債

ロ 減税補填債

ハ 臨時税収補填債

ニ 臨時財政対策債

ホ 減収補填債特例分
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４．４ 持続可能性（健全性）

持続可能性は「財政に持続可能性があるか（どのくらい借金があるか）」という住民の

関心に基づくものであり、財政運営に関する本質的な指標を表します。

Ⅰ 住民一人あたり負債額・債務償還可能年数

⑴ 住民一人あたり負債額

負債額を住民基本台帳人口で除して住民一人あたり負債額とすることにより、どのくら

い借金があるのかをわかりやすく示し、他団体との比較を容易にします。

算定式：負債総額／人口＝16.8万円

Ⅱ 業務・投資活動収支

資金収支計算書上の業務活動収支（支払利息支出を除く）及び投資活動収支の合算額を

算出することにより、地方債等の元利償還額を除いた歳出と、地方債等発行収入を除いた

歳入のバランスを示す指標となります。当該バランスが均衡している場合には経済成長率

が長期金利を下回らない限り経済規模に対する地方債等の比率は増加せず、持続可能な財

政運営であることを示します。

算定式：業務活動収支（支払利息支出を除く）

＋投資活動収支（基金積立及び基金取崩を除く）＝△2.27 億円

４．５ 効率性

効率性は、「行政サービスは効率的に提供されているか」といった住民等の関心に基づ

くもので財政の持続可能性と並んで住民の関心が高い指標です。

Ⅰ 住民一人あたり行政コスト

行政コスト計算書で算出される行政コストを住民基本台帳人口で除して住民一人当たり

行政コストとすることにより、地方公共団体の行政活動の効率性を測定します。

算定式：行政コスト（各費目）／人口＝36.6万円
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４．６ 自律性

自律性は、「歳入はどのくらい税収等で賄われているか（受益者負担の水準はどうなっ

ているか）」といった住民等の関心に基づくものです。これは、地方公共団体の財政構造

の自律性に関するものであり、行政コスト計算書の使用料・手数料などの受益者負担の割

合を算出することで受益者負担水準の適正さの判断指標として用います。

Ⅰ 受益者負担比率

行政コスト計算書の経常収益と経常費用を比較することにより、行政サービスの提供に

対する受益者負担の割合を算出します。

算定式：経常収益／経常費用＝5.0％
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あたたかく美しいまちをつくりましょう！

あいさつ運動・ごみ拾い運動に取り組んで

令和６年度

長久手市 財務書類分析報告書

長久手市 総務部 財政課

〒480-1196
愛知県長久手市岩作城の内 60番地 1
電話 0561-63-1111（代表）

FAX0561-63-2100
E- mail :zaisei@nagakute.aichi.jp
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